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事
業
承
継
に
は
、
早
期
か
つ
計

画
的
な
準
備
が
必
要
で
、
後
継
者

が
経
営
者
と
し
て
「
経
営
力
」
を

発
揮
し
て
い
く
た
め
に
は
、
５
年

か
ら
１０
年
の
育
成
期
間
を
要
す
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
後

継
者
の
確
保
や
株
価
・
税
金
な
ど

経
営
者
の
皆
さ
ん
が
抱
え
る
悩
み

や
課
題
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

事
業
承
継
に
関
す
る

相
談
窓
口
の
お
知
ら
せ

町
で
は
、
事
業
承
継
の
課
題
解

決
を
図
る
た
め
、
商
工
会
・
金
融

機
関
・
支
援
機
関
な
ど
と
連
携
し

て
い
ま
す
。
事
業
承
継
に
関
す
る

相
談
窓
口
を
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、

お
悩
み
の
事
業
者
な
ど
は
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
公
益
財
団
法
人
北
海
道
中
小

企
業
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

▽
開
設
日
時
月
〜
金
曜
日
の
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
３０
分

▽
主
な
内
容
事
業
承
継
に
関
す

る
個
別
相
談
や
専
門
家
派
遣

（
無
料
）、
事
業
承
継
診
断
な
ど

問
合
先
北
海
道
中
小
企
業
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
１

－

２

３
２

－

２
０
１
８

◆
北
海
道
事
業
承
継
・
引
継
ぎ
支

援
セ
ン
タ
ー

▽
開
設
日
時
月
〜
金
曜
日
の
午

前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
主
な
内
容
親
族
内
承
継
・
従

業
員
承
継
（
Ｍ
Ｂ
Ｏ
）・
第
三

者
承
継
（
Ｍ
＆
Ａ
）
に
対
す
る

相
談
や
事
業
承
継
全
般
に
対
す

る
相
談
（
無
料
）、
北
海
道
後

継
者
人
材
バ
ン
ク
な
ど

※
北
海
道
後
継
者
人
材
バ
ン
ク
…

小
規
模
事
業
者
や
個
人
事
業
主

等
の
自
主
廃
業
を
防
ぐ
た
め
、

後
継
者
不
在
の
事
業
者
と
、
創

業
意
欲
の
高
い
人
材
（
創
業
希

望
者
、
移
住
希
望
者
な
ど
）
と

♦合理的配慮
　障がいのあるなしに関わらず、全ての命は同じよ
うに大切であり、かけがえのないものです。このよ
うな「当たり前」の価値観を社会全体で共有し、全
ての人が、互いに、その人らしさを認め合いながら
共に生きられる社会が共生社会です。
　平成２８年に施行された「障害者差別解消法」や「改
正障害者雇用促進法」は、さまざまな生活の場面や
職場で障がいのある人に合理的配慮を行うことなど
を通じて、共生社会の実現を目指しています。
　合理的配慮は、障がいのある人から、社会の中に
あるバリアを取り除くために何らかの対応を必要と
していると伝えられたときに、負担が重過ぎない範
囲で対応すること（事業者においては、対応に努め
ること）が求められるものです。重過ぎる負担でも、
障がいのある人に、なぜ負担が重過ぎるかの理由を

説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合
い、理解を得るように努めることが大切です。例えば、
従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いす
を押して店内を案内して欲しい」と伝えられた場合
に、話し合った上で、負担が重過ぎない範囲で別の
方法を探すなどが考えられます。
　また、職場においては、障がいのある人とない人
との均等な機会や待遇の確保、障がいのある人の能
力を有効に発揮する上で支障となっている事情を改
善することが求められます。
　合理的配慮の内容は、障がい特性やそれぞれの場
面 ･状況に応じて異なりますが、その具体的内容は、
「合理的配慮等具体例データ集」（内閣府ＨＰ）や「合
理的配慮指針事例集」（厚生労働省ＨＰ）で調べるこ
とができます。
問合先　役場企画課企画調整係（内線２１３）

共生社会の実現に向けて Ｖｏｌ . ３

１０
月
３
日
㈰
に
開
催
を
予
定
し

て
い
た
「
地
産
地
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｗ
＆
食

育
み
の
り
〜
む
フ
ェ
ス
タ
お
と
ふ

け
２
０
２
１
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、

今
年
度
の
開
催
を
中
止
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
皆
さ
ん
や
ご
協
力
い
た
だ
い
て

み
の
り
〜
む
フ
ェ
ス
タ

お
と
ふ
け
の
中
止
に
つ
い
て

音
更
町
学
校
給
食
協
議
会
は
、

学
校
給
食
調
理
補
助
員
を
募
集
し

ま
す
。

▽
募
集
人
数
１
人

学
校
給
食
調
理
補
助
員
を

募
集
し
ま
す

▽
業
務
内
容
調
理
補
助
、
配
膳

運
搬
、
調
理
器
具
の
洗
浄

▽
勤
務
場
所
午
前
８
時
１５
分
〜

午
後
３
時
４５
分
（
勤
務
校
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。休
憩
は
１
時
間
）

※
早
出
出
勤
や
時
間
外
勤
務
の
場

合
も
あ
り
ま
す
。

▽
賃
金
時
給
８
９
８
円
、
ほ

か
通
勤
手
当
（
片
道
２
㎞
以
上
）、

時
間
外
勤
務
手
当
支
給

▽
休
日
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

学
校
休
業
日

▽
任
用
期
間
採
用
の
日
か
ら
令

和
４
年
３
月
３１
日
ま
で
（
期
間

の
更
新
あ
り
）

▽
申
込
方
法
市
販
の
履
歴
書
に

記
入
（
写
真
添
付
）
し
、
郵
送

ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
期
限
定
員
に
達
す
る
ま

で
申
込
・
問
合
先
音
更
町
学
校
給

食
協
議
会
事
務
局
（
教
育
委
員

会
内
）（
内
線
７
５
９
）

い
る
皆
さ
ん
に
は
誠
に
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先
役
場
産
業
連
携
課
産
業

連
携
係
（
内
線
７
２
３
）

２０2021.9新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、記載内容が変更・中止となる場合があります。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、記載内容が変更・中止となる場合があります。


